
書類
番号

提出書類 備　　考

1 必須 印鑑証明書 基準日から3カ月以内に発行されたもの

2
該当者
のみ

＜使用印鑑（神戸市と取引する上で使用する印鑑）
が実印と異なる方のみ＞
使用印鑑届

※社名・事務所名の印（角印）は不可とし、申請者の職名印又は氏名
印とする。
（受任者を置く場合は、受任者の職名印又は氏名印とする。）

3
法人
のみ

登記事項に関する「履歴事項全部証明書」
基準日から3カ月以内に発行されたもの
※「現在事項証明書」は不可

4 必須 国税に関し未納の税額がないことの証明書

個人：納税証明書（その３の２）
法人：納税証明書（その３の３）
基準日から3カ月以内に発行されたもの
電子納税証明書(PDF形式に限る)でも可

5
該当者
のみ

＜当申請で文字入力エラーのために新字体やかな等
で入力したことにより文字修正を要する方のみ＞文
字修正指示書

別掲「文字修正指示書」参照

6 必須
建設業の許可証明（確認）書
又は「許可通知書」

（1・2のいずれかを提出）
1.「許可証明（確認）書」(基準日から3カ月以内に発行されたもの)
2.「許可通知書」基準日の前日時点で有効なもの
※一部の許可が廃業している場合は、廃業届又は建設業許可の変更の
届出の控えをあわせて提出すること

7 必須 経営事項審査結果通知書（Ａ４判） 基準日時点で有効なもの

8
該当者
のみ

＜書類番号7で社会保険等の加入状況が確認できな
い、又は加入義務がないことが確認できない方のみ
＞
健康保険の加入を確認できる書類または加入義務が
ないことの申出書

別掲「社会保険等の加入確認書類について」参照

9
該当者
のみ

＜書類番号7で社会保険等の加入状況が確認できな
い、又は加入義務がないことが確認できない方のみ
＞
厚生年金保険の加入を確認できる書類または加入義
務がないことの申出書

別掲「社会保険等の加入確認書類について」参照

10
該当者
のみ

＜書類番号7で社会保険等の加入状況が確認できな
い、又は加入義務がないことが確認できない方のみ
＞
雇用保険の加入を確認できる書類または加入義務が
ないことの申出書

別掲「社会保険等の加入確認書類について」参照

11
該当者
のみ

＜障害者雇用率が法定雇用率以上の方のみ＞
「障害者雇用状況報告書（事業主控）」（様式６
号）
※法定雇用率は、令和8年5月までは2.5％以上、6月
以降は2.7％以上

基準日から遡って1年以内に発行されたもの
公共職業安定所の受付印があること
(電子申請の場合）「状況確認（手続終了）」の画面のコピー可
※報告義務はあるが、障害者雇用率が法定の雇用率未満の場合は提出
不要

12
該当者
のみ

＜環境認証登録のある方のみ＞
環境認証取得に係る登録証等

「神戸環境マネジメントシステム（KEMS）と相互認証を行っている審
査登録機関による環境認証」又は「ISO14001の登録証及び付属書等の
写し」（神戸市内の事業所の記載があり、かつ基準日時点で有効なも
の）どちらか1つを提出
※KEMSの取得については、提出書類不要

13
該当者
のみ

＜ISO9001認証登録のある方のみ＞
ISO9001の取得に係る登録証等

登録証及び付属書等（適用範囲に工事の施工の記載があり、かつ基準
日時点で現在有効なもの

14
該当者
のみ

＜「えるぼし・プラチナえるぼし認定企業」「くる
みん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企
業」の認定のある方のみ＞
認定通知書

基準日までに認定されたもの

15
該当者
のみ

＜神戸市又は兵庫県の「女性活躍推進企業認定制度
（ミモザ企業）」の認定を受けた方のみ※フレッ
シュミモザ企業は除く。＞
認定証

基準日時点で有効なもの

16
該当者
のみ

＜「女性活躍推進法」又は「次世代育成支援対策推
進法」に基づく一般事業主行動計画を策定している
方のみ＞
策定届

労働局の受付印があり、かつ基準日時点で有効なもの
※常時雇用する労働者数が100人以下の企業に限る

17
該当者
のみ

＜神戸市消防団協力事業所等表示制度に認定されて
いる方のみ＞
神戸市消防団協力事業所等認定書

基準日時点で有効なもの

18
該当者
のみ

＜神戸保護観察所の協力雇用主としての実績がある
方のみ＞
協力雇用主活動実績証明書

基準日以前の過去２年間に対象者を通算３か月以上雇用しており、神
戸保護観察所の証明年月日・押印があるもの

19
該当者
のみ

＜e-KOBEの災害協定の項目でその他を選択した場合
＞
神戸市との災害協定書

20
該当者
のみ

＜e-KOBEの災害協定の項目でその他を選択した場合
＞
神戸市との災害協定を締結している団体・協会等の
名簿

工事 ◆　必要書類（電子データ）

※以下の太枠内は格付業種を希望する地元業者・準地元業者のみ、該当があればご提出ください。
　地元業者：本店を市内に有する者
　準地元業者：上記以外の者のうち、営業中の支店・営業所を市内に有する者


